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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明環境から生じるユーザの快適値と覚醒値とが入力される情報入力部と、
　前記情報入力部から入力された前記快適値及び前記覚醒値に基づいて、くつろぎ値を算
出するくつろぎ値演算部と、
　前記くつろぎ値演算部により演算されたくつろぎ値を記憶する情報記憶部とを有し、
　参考とする参考照明環境から生じた参考快適値と参考覚醒値を前記情報入力部が前記く
つろぎ値演算部に入力し、当該参考快適値及び参考覚醒値に基づいて前記くつろぎ値演算
部により演算された参考くつろぎ値と、前記参考照明環境とは異なるターゲットとするタ
ーゲット照明環境から生じたターゲット快適値とターゲット覚醒値を前記情報入力部が前
記くつろぎ値演算部に入力し、当該ターゲット快適値及びターゲット覚醒値に基づいて前
記くつろぎ値演算部により演算されたターゲットくつろぎ値と、を前記情報記憶部が記憶
し、
　前記ターゲットくつろぎ値から前記参考くつろぎ値を減じた差分くつろぎ値を提示部に
より提示すること
　を特徴とする照明環境提案システム。
【請求項２】
　前記差分くつろぎ値が負となる場合に、前記参考照明環境を特定する照明器具の種類、
設置位置、配光、調光、調色の少なくともいずれか一つを変化させた新たなターゲット照
明環境を選択する照明環境選択部を有し、
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　前記照明環境選択部により選択された新たなターゲット照明環境における快適値及び覚
醒値に基づいて前記くつろぎ値演算部により演算された新たなターゲットくつろぎ値から
前記参考くつろぎ値の値を減じた値である新たな差分くつろぎ値を算出し、
　当該新たな差分くつろぎ値が正となるまで、新たなターゲット照明環境を設定して新た
な差分くつろぎ値を算出する動作を繰り返すこと
　を特徴とする請求項１に記載の照明環境提案システム。
【請求項３】
　前記差分くつろぎ値が予め定められた正のしきい値以上である場合に、前記ターゲット
照明環境を新たな参考照明環境とし、当該新たな参考照明環境から照明器具の種類、設置
位置、配光、調光、調色の少なくともいずれか一つを変化させた新たなターゲット照明環
境を選択する照明環境選択部を有し、
　当該新たなターゲット照明環境の新たなターゲットくつろぎ値から前記参考くつろぎ値
の値を減じた値である新たな差分くつろぎ値を算出し、
　当該新たな差分くつろぎ値が前記しきい値より低い値となるまで、新たなターゲット照
明環境を設定して新たな差分くつろぎ値を算出する動作を繰り返すこと
　を特徴とする請求項１に記載の照明環境提案システム。
【請求項４】
　ユーザの生体情報を検知する生体検知部と、
　前記生体検知部により検知された生体情報に基づいてユーザの快適値及び覚醒値を算出
する生体情報演算部とを有し、
　前記生体情報演算部により演算した快適値および覚醒値が前記情報入力部に入力される
こと
　を特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか一項に記載の照明環境提案システム。
【請求項５】
　ユーザが入力した主観的情報に基づいてユーザの快適値及び覚醒値を算出し、これらの
快適値および覚醒値を前記情報入力部に入力する主観情報演算部を有し、
　前記くつろぎ値演算部は、前記主観情報演算部によって算出されて前記情報入力部に入
力されたユーザの快適値及び覚醒値と、前記生体情報演算部により演算されて前記情報入
力部に入力されたユーザの快適値及び覚醒値とのそれぞれの間の値に基づいて、くつろぎ
値を演算すること
　を特徴とする請求項４に記載の照明環境提案システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザに照明環境を提案する照明環境提案システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザが照明器具を選択する行為を支援する技術としては、下記の特許文献１、２に記
載されたものが知られている。
【０００３】
　特許文献１に記載された照明器具販売システムは、販売者側サーバが、利用者側端末の
ディスプレイ装置を通して利用者に部屋の情報を入力するように促し、部屋の情報に基づ
く空間について「明るさ感単位」のレベルの異なる複数のシミュレーション画像を表示さ
せ、利用者の希望する「明るさ感単位」を受信すると当該「明るさ感単位」を実現可能な
照明器具および照明器具の組み合わせを求めてディスプレイ装置へ表示させる。
【０００４】
　特許文献２の照明プラン選定支援システムは、端末が照明プラン選定支援装置をインタ
ーネット上でアクセスして、照明プランをブラウザ上に出力させ、照明プラン選定支援装
置が出力される照明プランに基づいて照明空間の照明状態をシミュレーションしたコンピ
ュータグラフィックスをリアルタイムに生成出力する。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２４３３０６号公報
【特許文献２】特開２００１－２７３３５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１，２に記載された技術では、ディスプレイに表示さ
れた照明環境からユーザ自身によってくつろぎ感を推定する必要がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上述した実情に鑑みて提案されたものであり、よりくつろぎ感の高
い照明環境を提案できる照明環境提案システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決する第１の発明に係る照明環境提案システムは、照明環境から生じる
ユーザの快適値と覚醒値とが入力される情報入力部と、前記情報入力部から入力された前
記快適値及び前記覚醒値に基づいて、くつろぎ値を算出するくつろぎ値演算部と、前記く
つろぎ値演算部により演算されたくつろぎ値を記憶する情報記憶部とを有し、参考とする
参考照明環境から生じた参考快適値と参考覚醒値を前記情報入力部が前記くつろぎ値演算
部に入力し、当該参考快適値及び参考覚醒値に基づいて前記くつろぎ値演算部により演算
された参考くつろぎ値と、前記参考照明環境とは異なるターゲットとするターゲット照明
環境から生じたターゲット快適値とターゲット覚醒値を前記情報入力部が前記くつろぎ値
演算部に入力し、当該ターゲット快適値及びターゲット覚醒値に基づいて前記くつろぎ値
演算部により演算されたターゲットくつろぎ値と、を前記情報記憶部が記憶し、前記ター
ゲットくつろぎ値から前記参考くつろぎ値を減じた差分くつろぎ値を提示部により提示す
ることを特徴とするものである。
【０００９】
　第１の発明に係る照明環境提案システムであって、第２の発明は、前記差分くつろぎ値
が負となる場合に、前記参考照明環境を特定する照明器具の種類、設置位置、配光、調光
、調色の少なくともいずれか一つを変化させた新たなターゲット照明環境を選択する照明
環境選択部を有し、前記照明環境選択部により選択された新たなターゲット照明環境にお
ける快適値及び覚醒値に基づいて前記くつろぎ値演算部により演算された新たなターゲッ
トくつろぎ値から前記参考くつろぎ値の値を減じた値である新たな差分くつろぎ値を算出
し、当該新たな差分くつろぎ値が正となるまで、新たなターゲット照明環境を設定して新
たな差分くつろぎ値を算出する動作を繰り返すことを特徴とする。
【００１０】
　第１の発明に係る照明環境提案システムであって、第３の発明は、前記差分くつろぎ値
が予め定められた正のしきい値以上である場合に、前記ターゲット照明環境を新たな参考
照明環境とし、当該新たな参考照明環境から照明器具の種類、設置位置、配光、調光、調
色の少なくともいずれか一つを変化させた新たなターゲット照明環境を選択する照明環境
選択部を有し、当該新たなターゲット照明環境の新たなターゲットくつろぎ値から前記参
考くつろぎ値の値を減じた値である新たな差分くつろぎ値を算出し、当該新たな差分くつ
ろぎ値が前記しきい値より低い値となるまで、新たなターゲット照明環境を設定して新た
な差分くつろぎ値を算出する動作を繰り返すことを特徴とする。
【００１１】
　第１乃至第３の発明の何れかに係る照明環境提案システムであって、第４の発明は、ユ
ーザの生体情報を検知する生体検知部と、前記生体検知部により検知された生体情報に基
づいてユーザの快適値及び覚醒値を算出する生体情報演算部とを有し、前記生体情報演算
部により演算した快適値および覚醒値が前記情報入力部にされることを特徴とする。
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【００１２】
　第４に係る照明環境提案システムであって、第５の発明は、ユーザが入力した主観的情
報に基づいてユーザの快適値及び覚醒値を算出し、これらの快適値および覚醒値を前記情
報入力部に入力する主観情報演算部を有し、前記くつろぎ値演算部は、前記主観情報演算
部によって算出されて前記情報入力部に入力されたユーザの快適値及び覚醒値と、前記生
体情報演算部により演算されて前記情報入力部に入力されたユーザの快適値及び覚醒値と
のそれぞれの間の値に基づいて、くつろぎ値を演算することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ターゲットくつろぎ値から参考くつろぎ値を減じた差分くつろぎ値を
提示部により提示することにより、よりくつろぎ感の高い照明環境を提案できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態として示す照明環境提案システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の実施形態として示す照明環境提案システムにおける機能的な構成を示す
ブロック図である。
【図３】照明環境の一例を示す図であり、（ａ）は照明環境、（ｂ）は照明環境を構成す
る照明器具を示す図である。
【図４】本発明の実施形態として示す照明環境提案システムにおける快適値及び覚醒値
【図５】本発明の実施形態として示す照明環境提案システムにおいて心理計測による快適
感及び覚醒感を取得することの説明図である。
【図６】本発明の実施形態として示す照明環境提案システムにおいて生理計測による快適
感及び覚醒感を取得することの説明図である。
【図７】脳波解析対象と電極位置との関係を示す図である。
【図８】本発明の実施形態として示す照明環境提案システムにおいて、（Ａ）は１室１灯
の照明環境を示し、（Ｂ）は１室複数灯の照明環境を示す。
【図９】本発明の実施形態として示す照明環境提案システムにおいて、差分くつろぎ値を
提示する画面を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態として示す照明環境提案システムにおいて、照明シーンが設
定される壁面埋め込み型操作パネルの斜視図である。
【図１１】本発明の実施形態として示す照明環境提案システムにおいて、快適値、覚醒値
、くつろぎ値との関係を提示する一例を示す図である。
【図１２】比較例としてのくつろぎ値と照明環境との関係を示す図であり、（ａ）はくつ
ろぎ値を示し、（ｂ）は照明環境を示す。
【図１３】本発明の実施形態として示す照明環境提案システムにおける追加的な機能を説
明する図であり、（ａ）は照明環境のうちの主要な照明器具の調光度合いの変化であり、
（ｂ）はくつろぎ値の変化である。
【図１４】本発明の実施形態として示す照明環境提案システムにおける追加的な機能を説
明する図であり、（ａ）は照明環境のうちの主要な照明器具の調色度合いの変化であり、
（ｂ）はくつろぎ値の変化である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
　本発明の実施形態として示す照明環境提案システムは、例えば図１に示すように構成さ
れている。この照明環境提案システムは、複数の照明器具１ａを備えることによって照明
環境１を構成する。照明器具１ａは、照明制御部２からの制御信号に従って動作する。こ
の照明環境１は、照明器具１ａが動作することによって、その状態である明るさ、色等が
調整される。照明制御部２は、パーソナルコンピュータ３の制御に従って動作する。パー
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ソナルコンピュータ３は、操作部５の操作に応じて、照明制御部２の制御、ディスプレイ
４への画面表示を制御する。この照明環境提案システムは、必要に応じて、照明環境１に
より実現される状況や、照明環境１を構成する照明器具１ａ、各照明器具１ａのパラメー
タ等をディスプレイ４に表示できる。
【００１７】
　この照明環境提案システムは、例えば照明環境１内に着座したユーザや照明の管理者等
が操作部５を操作して、パーソナルコンピュータ３を動作させ、当該パーソナルコンピュ
ータ３から照明制御部２に照明環境１を変更するよう制御をする。また、照明環境提案シ
ステムは、実際に照明環境１が無くても、照明環境１の状態をＣＧ画面によってディスプ
レイ４に表示し、照明環境１の変化をユーザに提示できる。
【００１８】
　このような照明環境提案システムは、図２に示すような機能的な各部を有している。照
明環境提案システムは、照明環境１、データベース１１、情報入力部１２、くつろぎ値演
算部１３、情報記憶部１４、くつろぎ値差分算出部１５、及び、提示部１６を有している
。
【００１９】
　照明環境１は、上述したように複数の照明器具１ａによって構成されている。
【００２０】
　データベース１１は、照明環境１が実現される部屋別、照明シーン別に、照明環境１の
状態を表すデータベースである。例えば、部屋としての「リビング」、照明シーンとして
の「明るめのだんらんシーン」と、照明環境１の状態としての「照明器具１ａごとの状態
」といった情報が対応付けて記憶されている。この照明器具１ａごとの状態とは、照明器
具１ａの種類（光源を含む）、照明器具１ａの設置位置、配光、調光、調色を表す。
【００２１】
　例えば、部屋がリビングで、明るめのだんらんの照明シーンの場合、図３（ａ）に示す
照明環境１００のために、図３（ｂ）のような照明器具１ａが設定されている。この照明
環境１は、テレビボード１０１上面、下面のライン照明１ｄと、天井の前側２台のＬＥＤ
ダウンライト１ｃ、テーブル１０２付近の中央の３台のＬＥＤダウンライト１ｂと、ソフ
ァ１０３付近の後側のＬＥＤダウンライト１ａを含む。
【００２２】
　データベース１１は、例えばパーソナルコンピュータ３や、照明制御部２、図示しない
サーバ等によって構成される。データベース１１は、例えばパーソナルコンピュータ３に
記憶され、ユーザや管理者の操作に従って、(1)参考照明環境データ、(2)ターゲット照明
環境データを照明環境１に供給する。この参考照明環境データは、参考照明環境を実現す
るためのデータである。この参考照明環境データは、照明器具１ａの種類（光源を含む）
、照明器具１ａの設置位置、配光、調光、調色の指令値を含む。このターゲット照明環境
データは、ターゲット照明環境を実現するためのデータである。このターゲット照明環境
データは、照明器具１ａの種類（光源を含む）、照明器具１ａの設置位置、配光、調光、
調色の指令値を含む。
【００２３】
　参考照明環境とは、ユーザや管理者等によって選択された任意の照明環境を表す。これ
に対し、ターゲット照明環境は、参考照明環境から変更された後の照明環境であって、参
考照明環境を体感した後にユーザや管理者等によって変更された照明環境である。このよ
うな参考照明環境からターゲット照明環境への変更のために、照明環境１は、照明環境選
択部１Ａを含んでいる。照明環境選択部１Ａは、照明環境１を構成する各照明器具１ａの
状態を選択するものである。照明環境選択部１Ａは、ユーザや管理者等の操作を受け付け
るパーソナルコンピュータ３、照明器具１ａに制御信号を出力する照明制御部２、及び、
照明器具１ａ内の調光回路等によって実現される機能である。
【００２４】
　情報入力部１２は、照明環境１から生じるユーザの快適値と覚醒値とを入力する。照明
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環境１が参考照明環境となっている場合に、情報入力部１２には、参考快適値及び参考覚
醒値が入力される。照明環境１がターゲット照明環境となっている場合に、情報入力部１
２には、ターゲット快適値及びターゲット覚醒値が入力される。
【００２５】
　快適値と覚醒値との関係は、例えば図４のように、照明環境１により実現される照明状
態（照明シーン）に対応したユーザの心理空間として表現される。例えば(1)参考照明環
境は快適値が低いが覚醒値が高い状況であり、(2)ターゲット照明環境は覚醒値が低いが
快適値が高い状況である。この快適値及び覚醒値は、例えばユーザに対するアンケート調
査を行い、管理者等によってアンケート調査の結果として情報入力部１２に入力される。
このような動作は、ユーザが入力した主観的情報に基づいてユーザの快適値及び覚醒値を
算出する主観情報演算部として機能する。
【００２６】
　快適感を表す数値及び覚醒感を表す数値は、図５に示したように、照明環境１を設定し
た状態において行われるユーザの心理計測データの取得によって行われる。心理計測は、
快適感、覚醒感に関するアンケート（ＳＤ法（意味差判別法、セマンティック・ディファ
レンシャル法）など）によって実施される。
【００２７】
　くつろぎ値演算部１３は、心理計測によって取得された快適値及び覚醒値に基づいて照
明環境１におけるくつろぎ値を算出する。このくつろぎ値は、快適値と覚醒値とをパラメ
ータとした任意の関数である。このくつろぎ値は、ユーザがくつろぐことができていると
感じているほど、高い数値となる。
【００２８】
　また、この照明環境提案システムにおいては、心理計測に加えて、生理計測を行っても
よい。生理計測は、中枢神経系（脳波、脳血流など）の計測、自律神経系（心電、皮膚電
位など）の計測が含まれる。
【００２９】
　生理計測を行う場合、照明環境提案システムは、図２に示すように、生体情報演算部２
１と、生体検知部２２とを有する。生体検知部２２は、ユーザの生体情報（生体計測デー
タ）を検知する。生体情報演算部２１は、生体検知部２２により検知された生体情報に基
づいてユーザの快適値及び覚醒値を算出する。そして、くつろぎ値演算部１３は、情報入
力部１２に入力されたユーザの快適値及び覚醒値と、生体情報演算部２１により演算され
たユーザの快適値及び覚醒値とに基づいて、くつろぎ値を演算する。
【００３０】
　生体計測データは、図６に示すように、中枢神経系（脳波、脳血流など）の計測データ
、自律神経系（心電、皮膚電位など）の計測データが含まれる。
【００３１】
　快適感は、式１のような演算式によって求められる。覚醒値は、式２のような演算式に
よって求められる。
【００３２】
　快適感＝定数＋Σ（重み付け係数×快適感に寄与するパラメータ）　（式１）
　覚醒感＝定数＋Σ（重み付け係数×覚醒感に寄与するパラメータ）　（式２）
　快適感に寄与するパラメータ、覚醒値に寄与するパラメータは、図５に示すような副交
感神経活動指標（LN (HF))、皮膚電位水準（SPL）、脳波パワー（Ｐ）、脳波パワー相関
係数（X）が挙げられる。脳波パワー（Ｐ）は、（θ,α1,α2,β1,β2波）×8ch＝40組が
含まれる。脳波パワー相関係数（X）は、（θ,α,β波）×８Ｃ２＝84組が含まれる。快
適感に寄与するパラメータのうち寄与度が高いパラメータは、Ｘ１，６，β（標準化係数
：-0.812）、θＦｐ１（標準化係数：0.673）、Ｘ１，３，β（標準化係数：0.577）とな
る。覚醒感に寄与するパラメータのうち寄与度が高いパラメータは、Ｘ１，８，β（標準
化係数：0.750）、Ｘ１，２，α（標準化係数：-0.498）、β１０１（標準化係数：0.534
）、Ｘ１，７，θ（標準化係数：0.412）となる。生体情報演算部２１は、使用するパラ
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メータごとに所定の重み付け係数を乗算して合計し、定数を加算する。したがって、生体
情報演算部２１は、少なくとも快適値及び覚醒値の寄与度が高いパラメータを使用して演
算を行うことにより、高い推定精度の快適値及び覚醒値を演算できる。
【００３３】
　脳波パワー（Ｐ）は、各帯域のスペクトルパワーである。脳波パワーは、脳波の周波数
解析などにより、例えばθ（4.1～7.8Hz）、α１（8.0～10.0Hz）、α２（10.0～13.0Hz
）、β１（13.0～20.0Hz）、β２（20.0～30.0Hz）を算出する。
【００３４】
　また、脳波パワー相関係数（Ｘ）は、各脳波電極間の脳波パワーの相互相関解析などに
より、例えば以下の式で算出する。なお、脳波パワー（Ｐ）や脳波パワー相関係数（Ｘ）
は、個人毎に適宜標準化してもよい。
【００３５】
　Ｘｉ，ｊ，ｋ＝　＜Ｖｉ，ｋＶｊ，ｋ＞　／＜Ｖ２

ｉ，ｋ＞＜Ｖ２
ｊ，ｋ＞

　ｉ，ｊ＝１～８（Ｆｐ１，Ｆｐ２，Ｆ３，Ｆ４，Ｃ３，Ｃ４，Ｏ１，Ｏ２）
　ｋ＝θ、α、β
　上記式において、Ｖｉ，ｋは、各脳波電極部位ｉで計算されたスペクトルパワーのｋ帯
域の成分を表す。また、ｉ，ｊの１～８は、図７に示す各脳波電極位置を表す。これらの
電極位置１～８は、多数の脳波解析対象のうちＦｐ１，Ｆｐ２，Ｆ３，Ｆ４，Ｃ３，Ｃ４
，Ｏ１，Ｏ２を選択したものである。したがって、電極位置は、図７の例に限らず、他の
選択例であってもよい。
【００３６】
　例えば、快適感に寄与するパラーメータのうち、寄与率が高いパラメータであるＸ１，

６，βを説明する。脳波パワー相関係数Ｘ１，６，βとは、脳波電極部位Ｆｐ１（電極番
号：１）とＣ４（電極番号：６）との間のβ帯域の脳波パワーの相関係数である。また、
快適感に寄与率する別なパラメータであるθＦｐ１は脳波電極部位Ｆｐ１（電極番号：１
）でのθ帯域のスペクトルパワーである。
【００３７】
　このように生理計測によって快適値及び覚醒値が求められた場合であっても、くつろぎ
値演算部１３は、快適値及び覚醒値に基づいて照明環境１におけるくつろぎ値を算出する
。心理計測に加えて生体計測を行うようにした場合、くつろぎ値演算部１３は、心理計測
により得た快適値及び覚醒値と生体計測により得た快適値及び覚醒値とのそれぞれの間の
快適値及び覚醒値を使用して演算することが望ましい。この場合、くつろぎ値演算部１３
は、一方の快適値及び覚醒値に偏らないよう調整することが望ましい。
【００３８】
　くつろぎ値演算部１３は、生理計測によって得た快適値及び覚醒値の推定値を校正する
ように、心理計測から得た快適値及び覚醒値を使用してもよい。例えば、照明環境提案シ
ステムの初期モードとして、校正機能を用意しておく。この校正機能は、参考照明環境デ
ータなどを２、３回程度繰り返し提示する毎に、心理計測と生理計測の両方を実施する。
そして、校正機能は、情報記憶部２１に入力される心理計測から得た快適値及び覚醒値を
用いて、生理計測から算出される快適値及び覚醒値の推定値を修正する。この場合、生理
計測から得た快適値及び覚醒値の修正度合いから、修正係数などを記憶する。ユーザ独自
の修正係数を取得できるので、ユーザの生理計測から得られるデータの個人差を吸収でき
、ユーザ個人に適合した快適値及び覚醒値の演算式を修正できる。こうした修正された演
算式を用いることで、校正後においては、生理計測のみを行って得た快適値及び覚醒値を
修正係数によって修正できる。これにより、生理計測のみならず心理計測を考慮した精度
の高い快適値及び覚醒値を得ることができ、更に、くつろぎ感をより精度良く算出可能と
なる。なお、くつろぎ値演算部１３は、双方の快適値及び覚醒値に重み付けをしてもよく
、キャリブレーションによって最適な快適値及び覚醒値を求めてもよい。これにより、く
つろぎ値演算部１３は、心理計測と生体計測の何れから見ても妥当な快適値及び覚醒値を
使用してくつろぎ値を演算できる。
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【００３９】
　更に、この照明環境提案システムは、心理計測をせずに、生理計測によって取得された
快適値及び覚醒値に基づいて照明環境１のくつろぎ値を算出することもできる。この場合
であっても、照明環境提案システムは、上述したように生理計測のみによって取得された
快適値及び覚醒値を情報入力部１２に供給することとなる。そして、情報入力部１２は、
生体情報演算部２１によって演算された快適値及び覚醒値のみをくつろぎ値演算部１３に
供給する。
【００４０】
　くつろぎ値演算部１３は、具体的には、下記の式３又は式４の演算を行って、くつろぎ
値を求める。
【００４１】
　くつろぎ値＝ａ×快適感＋ｂ×覚醒感＋ｃ　　　　（式３）
　くつろぎ値＝ａ×快適感－ｂ×覚醒感＋ｃ（Ｒ＝０．７６６）　　　（式４）
　上記式３，式４におけるａ，ｂ，ｃはそれぞれ係数を示している。
【００４２】
　くつろぎ感を目的変数、快適感、覚醒感を説明変数として、重回帰分析より式３のよう
なモデルが算出できる。なお、くつろぎ感は、主観評価の結果である。また、快適感、覚
醒感は、上述したように主観評価の結果又は生理指標からの推定値である。また、式４の
モデルでは、くつろぎ感のデータを、０～１００％を９段階で主観評価している。
【００４３】
　これにより、例えば図８に示すように、（Ａ）の１室１灯（１ｅ）の照明環境１におけ
る明るめ（１００ａ）と暗め（１００ｂ）とで、異なるくつろぎ値を算出可能となる。ま
た、（Ｂ）の１室複数灯（１ａ～１ｄ、１ｆ）の照明環境１の明るめ（１００ｃ）と暗め
（１００ｄ）とで、異なるくつろぎ値を算出可能となる。
【００４４】
　くつろぎ値演算部１３によって演算されたくつろぎ値は、情報記憶部１４に記憶される
。この情報記憶部１４は、参考とする参考照明環境から生じた参考快適値と参考覚醒値を
情報入力部１２が入力し、当該参考快適値及び参考覚醒値に基づいてくつろぎ値演算部１
３により演算された参考くつろぎ値５ａを記憶する。また、情報記憶部１４は、ターゲッ
ト照明環境から生じたターゲット快適値とターゲット覚醒値を情報入力部１２が入力し、
当該ターゲット快適値及びターゲット覚醒値に基づいてくつろぎ値演算部１３により演算
されたターゲットくつろぎ値５ｂを記憶する。
【００４５】
　くつろぎ値差分算出部１５は、情報記憶部１４に記憶された参考くつろぎ値５ａからタ
ーゲットくつろぎ値５ｂを減じて差分くつろぎ値を算出する。
【００４６】
　提示部１６は、くつろぎ値差分算出部１５により算出された差分くつろぎ値を提示する
。提示部１６は、例えば図１に示したディスプレイ４のように数値や画像によって差分く
つろぎ値を提示する。また、提示部１６は、音声によってくつろぎ値を提示してもよい。
【００４７】
　具体的には、提示部１６は、図９に示すように、照明環境１を提案する画像２００によ
って差分くつろぎ値を提示してもよい。この画像２００には、ターゲット照明環境を表す
ＣＧ画像２０１ａ及びターゲットくつろぎ値２１１である「くつろぎ値：△△」を表示す
る。また、画像２００は、参考照明環境を表すＣＧ画像２０１ｂ及び参考くつろぎ値２１
２である「くつろぎ値：××」を表示する。更に、画像２００は、参照照明環境からター
ゲット照明環境へのくつろぎ値の変化としての差分くつろぎ値２１０である「差分くつろ
ぎ値：○○」を表示する。これにより、照明環境提案システムは、参考照明環境とターゲ
ット照明環境とを比較した場合のくつろぎ度合いを数値によって認知させることができる
。
【００４８】
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　更に、照明環境提案システムは、画像２００に、照明シーン別の照明環境１を提示して
もよい。この画像２００には、照明シーンとして「パーティ」のＣＧ画像２０２、「だん
らん」のＣＧ画像２０３、「食事」のＣＧ画像２０４、「シアター」のＣＧ画像２０５を
提示している。したがって、ユーザが任意の照明シーンを選択することに応じて、参考照
明環境及びターゲット照明環境を切り換えながら、差分くつろぎ値を提示することもでき
る。これにより、この照明環境提案システムによれば、例えばショールームで照明環境１
を実現し、照明環境１のＣＧ画像を見ながら、くつろぎ値の高い照明環境１を提案できる
。
【００４９】
　更に、照明環境提案システムは、画像２００に、壁面埋め込み型操作パネルの設定画像
２０６を含めてもよい。この設定画像２０６は、図１０に示すような壁面埋め込み型操作
パネル３００における選択ボタン３０１に設定する照明シーン及び当該照明シーン時の照
明環境１を設定可能とする。これにより、照明環境提案システムは、自宅の壁面埋め込み
型操作パネル３００における照明シーンをくつろぎ値の高い照明環境１に設定でき、自宅
における照明環境１の顧客満足度アップに寄与できる。
【００５０】
　更に、提示部１６は、図１１に示すように、快適感、覚醒感の２次元心理空間に、くつ
ろぎ値を重ね合わせた心理空間画像４００を表示してもよい。このとき、提示部１６は、
参考快適値、参考覚醒値、及び参考くつろぎ値と、ターゲット快適値、ターゲット覚醒値
及びターゲットくつろぎ値と、差分くつろぎ値とを取得する。提示部１６は、快適感を横
軸にとり、覚醒感を縦軸にとり、快適値と覚醒感との組み合わせに対応するくつろぎ値の
範囲に応じて、領域を区別する。この心理空間画像４００の例では、快適値及び覚醒値の
組み合わせに応じて、４つのくつろぎ値の領域４０１，４０２，４０３，４０４を含んで
いる。例えば、図８（Ｂ）における明るめの照明環境１（Ｃ－１）の場合において、ＬＥ
Ｄダウンライトの点灯数を変更したことによって、ターゲットくつろぎ値が差分くつろぎ
値よりも高くなったとする。この場合には、参考くつろぎ値とターゲットくつろぎ値とを
矢印によって結ぶような提示をする。また、図８（Ｂ）における明るめの照明環境１（Ｃ
－２）の場合において、照明スタンドの設置位置を変更したことによって、ターゲットく
つろぎ値が差分くつろぎ値よりも高くなったとする。この場合には、参考くつろぎ値とタ
ーゲットくつろぎ値とを矢印によって結ぶような提示をする。これにより、参考照明環境
からターゲット照明環境へ変化させた場合の快適感、覚醒感、くつろぎ値を視覚的にわか
りやすく提示することができる。
【００５１】
　以上のように、この照明環境提案システムによれば、ターゲットくつろぎ値から参考く
つろぎ値を減じた差分くつろぎ値を提示部１６により提示することにより、よりくつろぎ
感の高い照明環境を提案できる。
【００５２】
　図１２（ｂ）に示す照明環境１の相違に応じてアンケート調査を行っても、図１２（ａ
）に示すように、異なる明るさの照明環境にも関わらず、くつろぎ感はほぼ同じという結
果となってしまうことがある。例えば単なるくつろぎ感に対するアンケート調査を行って
も、くつろぎ感の量的な評価はできるが、質的な評価ができない。例えば、照明環境にお
ける明るめのくつろぎ感や暗めのくつろぎ感を分離できない。
【００５３】
　これに対し、本実施形態における照明環境提案システムによれば、くつろぎ感の量的な
評価だけでなく、快適値及び覚醒値という２次元的な心理状態のデータより、くつろぎ感
の質も評価することが可能となる。また、くつろぎ感の質の評価が可能となることにより
、くつろぎ感の高い多様なくつろぎ感を与える照明シーンの提案が可能となる。
【００５４】
　また、上述した照明環境提案システムの機能は、パーソナルコンピュータ３に備えられ
たプログラムによっても実現可能である。例えば、情報入力部１２、くつろぎ値演算部１



(10) JP 5853174 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

３、くつろぎ値差分算出部１５の機能をプログラムによって実現できる。更に、提示部１
６によって表示する表示データの作成をプログラムによって実現できる。
【００５５】
　更に、自宅等の照明環境１において、壁面埋め込み型操作パネル３００に、くつろぎ値
の高い照明シーンを設定するためのプログラムを、自宅のパーソナルコンピュータ３に備
えていてもよい。このプログラムは、壁面埋め込み型操作パネル３００の設定用プログラ
ムである。このプログラムは、例えば、ＣＤ等の記録媒体に格納され、又は、外部のサー
バからダウンロードされる。このプログラムは、ＣＤ又は外部のサーバのデータベース１
１から、参考照明環境データ、ターゲット照明環境データを取得する。このプログラムは
、参考照明環境データ、ターゲット照明環境データによって自宅の照明器具１ａを制御す
る。また、このプログラムは、上述したような差分くつろぎ値の提示、壁面埋め込み型操
作パネル３００に対する照明シーンの設定等の処理を行うことができる。
【００５６】
　つぎに、上述した照明環境提案システムにおいて、他の機能を追加したものについて説
明する。
【００５７】
　照明環境提案システムは、差分くつろぎ値が負となる場合に、参考照明環境を特定する
照明器具の種類（光源含む）、設置位置、配光、調光、調色の少なくともいずれか一つを
変化させた新たなターゲット照明環境を選択してもよい。この選択動作は、照明環境１に
おける照明環境選択部１Ａによって行われる。照明環境提案システムは、照明環境選択部
１Ａにより選択された新たなターゲット照明環境における快適値及び覚醒値に基づいて演
算された新たなターゲットくつろぎ値から参考くつろぎ値の値を減じた値である新たな差
分くつろぎ値を算出する。照明環境提案システムは、当該新たな差分くつろぎ値が正とな
るまで、新たなターゲット照明環境を設定して新たな差分くつろぎ値を算出する動作を繰
り返す。これにより、参考照明環境よりもくつろぎ値が高い照明環境１のみをターゲット
照明環境にすることができる。
【００５８】
　具体的には、図１３に示すように、主要となる照明器具１ａの調光度合いを変化させた
場合、ターゲット照明環境(1)のターゲットくつろぎ値が、参考照明環境の参考くつろぎ
値よりも低下して、差分くつろぎ値が負となったとする。この場合、照明環境提案システ
ムは、調光度合いが変更された照明器具１ａの調光度合いを高くし、新たなターゲット照
明環境(2)とする。これにより、新たなターゲット照明環境(2)のターゲットくつろぎ値を
、参考くつろぎ値よりも高くできる。
【００５９】
　更に他の照明環境提案システムは、差分くつろぎ値が予め定められた正のしきい値以上
である場合に、ターゲット照明環境を新たな参考照明環境とする。そして、照明環境提案
システムは、当該新たな参考照明環境から照明器具の種類（光源含む）、設置位置、配光
、調光、調色の少なくともいずれか一つを変化させた新たなターゲット照明環境を選択す
る。照明環境提案システムは、当該新たなターゲット照明環境の新たなターゲットくつろ
ぎ値から参考くつろぎ値の値を減じた値である新たな差分くつろぎ値を算出する。照明環
境提案システムは、当該新たな差分くつろぎ値がしきい値より低い値となるまで、新たな
ターゲット照明環境を設定して新たな差分くつろぎ値を算出する動作を繰り返す。ここで
、しきい値は、ユーザが意図してくつろぎ値を大きく変化させようとしている否か等によ
って経験的に設定される。
【００６０】
　具体的には、図１４に示すように、主要となる照明器具１ａの調色を変化させた場合、
ターゲット照明環境(1)のターゲットくつろぎ値が、参考照明環境の参考くつろぎ値より
も大幅に上昇したとする。このとき、照明環境提案システムは、差分くつろぎ値(1)が所
定のしきい値△relax以上か否かを判定する。差分くつろぎ値(1)が所定のしきい値△rela
x以上である場合には、ターゲット照明環境(1)を新たな参考照明環境に設定し、自動的に
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主要となる照明器具１ａの調光度合いを変更して、更に新たなターゲット照明環境(2)と
する。そして、照明環境提案システムは、新たな参考照明環境における参考くつろぎ値と
新たなターゲット照明環境(2)のターゲットくつろぎ値との参考くつろぎ値(2)が所定のし
きい値△relaxよりも小さくなるようにする。これにより、初期の参考照明環境(1)で得ら
れるくつろぎ値より高いくつろぎ値の照明環境が安定的に抽出できる。
【００６１】
　なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施形態
に限定されることはなく、この実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸
脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　照明環境
　１Ａ　照明環境選択部
　１２　情報入力部
　１３　くつろぎ値演算部
　１４　情報記憶部
　１５　くつろぎ値差分算出部
　１６　提示部
　２１　生体情報演算部
　２２　生体検知部

【図１】

【図２】

【図４】

【図５】
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